
第１号様式(第２条関係)
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受 任 者

委 任 者

　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　㊞

令和　　年　　月　　日

                 

 納付年月日　令和　 年　 月　 日

令和　　年　　月　　日
令和　　年　　月　　日

　　　　令和　　年　　月　　日

　電算整理番号
 給水開始予定日

ＦＡＸ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

備　　考 平面図を添付すること

 許可番号

 許 可 日

水道メーター申請書及び保管証書

ヶ (ボックス付)

 設計審査手数料

 材料検査手数料

 工事検査手数料

　　只 見 町 長　様

上記給水装置工事の申し込み及び施工並びに町に納付すべき納入金に関する一切のこと。

委　任　状

 納付年月日　令和　 年　 月　 日

道 路 占 用 許 可

 種　  別 　国道・県道・町道

  給水装置工事

　 主任技術者名

電算検針番号

給水世帯人口 　　　　　　人
 検　　査　　日

只見町大字　　　　　　　字　　　　　　　　　　　　　番地

新　設 改　造 修　繕 撤　去

下記の料金を納入します。

 加  入  金

 上記工事費の

　令和　 年　 月　 日

 町  検  査  員
工　　　事　　　費

 材    料    費

   工事事業者名

 労    力    費
 諸    経    費
       計

　契　 約　 日　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　令和　　年　　月　　日

  指定給水装置

　下記のメーターを申請及び保管いたします。
メーター口径

只　見　町　長　　様

氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　給水装置工事をしたいので、只見町水道条例第５条の規定に基づき、申し込みしますので
承認して下さい。

  申　込　者

住　　所

設置場所

工事種別

公認業者

課　長 副課長

電　　話

               給水装置工事申込書（給水装置工事台帳）

令和　　年　　月　　日

係長 係員



　　私所有の給水装置のうち、図面記載の公道部分の維持管理を町に委任いたします。

委　任　状

　令和　　年　　月　　日

　　本給水装置工事施工のため、私所有の土地家屋を使用することを承諾します。

委 任 者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　給水管所有者分岐同意書（第３条第１号関係）

　　私所有の給水装置から分岐することを承諾します。

　なお、本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

承 諾 者 住　所

氏　名

　　　　　　土地使用承諾書（第３条第２号関係）

只見町大字　　　　  字　　　　　　　     番地

　　　　　　　                         ㊞

只見町大字　　　　　字　　　　　　　     番地使用する土地

承 諾 者 住　  所

氏　　名

　なお、本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。

　令和　　年　　月　　日

只見町大字　　　　　字　　　　　　　     番地



　　　令和　　年　　月　　日

住　所 只見町大字　　　　　　字　　　　　　　　　番地

係　　　員班　　長課　　長

　上記の給水装置工事施工について第三者から異議があっても、町に対してご迷惑をお
かけしないことを誓約いたします。

第２号様式（第３条第３号関係）

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

給水装置工事の場所

只見町大字　　　　　　字　　　　　　　　　番地

給水装置工事申込者

誓　　約　　書

只　見　町　長　　様



規約・根拠

〔只見町水道条例〕

       その承認を受けなければならない。

　第５条（給水装置の新設等の申込）

　　　　 給水装置を新設、改造、修繕、（水道法（昭和３２年法律第１７７号以下「法」と

　　   いう。）第１６条の２第３項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又

       は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、

　　　じめ町長の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け、かつ工事竣工後に町長の工

　　　事検査を受けなければならない。

　３　　第１項の規定により町長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害

　　　関係人の同意書等の提出を求めることができる。

　第７条　（工事の施工）

　　　　給水装置工事は、町長又は町長が法第１６条の２第１項の指定した者（以下「指定

　　　給水装置工事事業者」という。）が施工する。

　２　　前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水工事を施工する場合は、あらか

　　付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定す

　　ることができる。

　第８条　（給水管及び給水用具の指定）

　　　町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を

　　迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口か

　　ら水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、そ

　　の構造及び材質を指定することができる。

　２　町長は指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取


